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わたなべ・ひろあき
1993年大牟田市役所入庁。大
牟田市企画総務部職員厚生課
安全衛生担当、同担当主査を経
て、2021年4月から現職。専門
領域は産業衛生学。現在の研
究テーマは自治体職場の安全
衛生活動など。博士（産業衛生
学）、労働衛生コンサルタント、
第一種衛生管理者、専門健康
心理士。
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テ
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労
働
安
全
衛
生
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の

導
入
と
そ
の
効
果て

い
ま
す
。
ま
た
、
総
務
省
の
調
査
で

は
、
総
職
員
数
は
、
最
近
は
微
増
傾
向
に

あ
る
も
の
の
、
１
９
９
４
年
を
ピ
ー
ク
に

２
０
１
６
年
ま
で
連
続
し
て
減
少
し
、
そ

の
一
方
で
、
非
正
規
職
員
が
増
加
し
て
、

２
０
２
０
年
度
に
は
会
計
年
度
任
用
職
員

制
度
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に

以
前
と
比
べ
る
と
自
治
体
職
場
の
働
く
環

境
は
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
中
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
感
染
拡
大
に
伴
い
、
昼
夜
を
問
わ
ず

対
応
に
あ
た
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
近
年
多
発
し
、
甚
大
な

被
害
を
も
た
ら
す
豪
雨
災
害
な
ど
の
自
然

災
害
へ
も
、
発
生
時
の
対
応
に
と
ど
ま
ら

ず
、
そ
の
後
の
復
旧
・
復
興
に
関
連
す
る

業
務
に
追
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
負

担
は
自
治
体
職
員
へ
重
く
の
し
か
か
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

自
治
体
職
場
の 

安
全
衛
生
の
現
状

　
自
治
体
職
場
の
安
全
衛
生
管
理
体
制
の

整
備
状
況（
総
務
省
調
査
）を
見
る
と
、
表

１
に
示
す
通
り
、
産
業
医
や
衛
生
管
理
者
、

安
全
衛
生
推
進
者
等
の
選
任
や
衛
生
委
員

会
の
設
置
状
況
な
ど
に
つ
い
て
は
、
以
前

と
比
べ
る
と
一
定
程
度
向
上
し
て
き
て
い

ま
す
が
、
規
模
が
大
き
い
自
治
体
に
比
べ

て
小
さ
い
自
治
体
は
、
整
備
状
況
の
項
目

の
中
で
や
や
低
い
も
の
が
見
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
一
般
財
団
法
人
地
方
公
務
員
安

全
衛
生
推
進
協
会
の
調
査
で
は
、
公
務
災

害
認
定
件
数
の
千
人
率
に
変
動
は
見
ら
れ

ま
す
が
、
９
件
程
度
で
推
移
し
て
い
ま
す

（
図
１
）。
さ
ら
に
、
長
期
病
休
者
数
に
は

増
加
が
み
ら
れ（
図
２
）、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
不
調
と
関
連
が
深
い
精
神
及
び
行
動
の

障
害
に
よ
る
も
の
が
10
年
前
の
１・
５
倍

と
な
っ
て
い
ま
す（
図
３
）。

Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
と
は

　
働
く
環
境
が
様
変
わ
り
す
る
中
、
こ
れ

ま
で
以
上
に
安
全
衛
生
対
策
の
推
進
が
必

要
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
方
策
と
し
て
Ｏ

Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
の
導
入
が
提
案
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
に
関
し
て
は
、
最
近
で
は

２
０
１
８
年
に
国
際
規
格
と
し
て
Ｉ
Ｓ
Ｏ

４
５
０
０
１
が
策
定
さ
れ
ま
し
た
が
、
日

本
で
は
１
９
９
９
年
に
厚
生
労
働
省
か
ら
、

労
働
安
全
衛
生
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

に
関
す
る
指
針（
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
指
針
）が
示

さ
れ
、
２
０
０
６
年
と
２
０
１
９
年
に
改

正
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
と
は
、
事
業
者
が
労
働
者

の
協
力
の
も
と
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル【
計

画（
P
l
a
n
）‐
実
施（
D
o
）‐
評
価

（
C
h
e
c
k
）‐
改
善（
A
c
t
）】で
安

全
衛
生
活
動
を
継
続
的
に
進
め
る
こ
と
に

よ
り
、
労
働
災
害
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、

労
働
者
の
心
と
か
ら
だ
の
健
康
を
増
進
し
、
※労働安全衛生マネジメントシステム（Occupational Safety and Health Management System：OSHMS）

※千人率の基礎となる職員数は、総務省（旧自治省）「地方公務員給与の実態」各年版による（平成26年度までは教育長を含む）。
出所：「公務災害の現況　令和2年度認定分」（一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会）

　
労
働
安
全
衛
生
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

（
以
下「
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
」と
い
う
）※
は
、
労
働

安
全
衛
生
に
関
わ
る
法
令
や
自
主
的
な
活
動

を
組
織
的
か
つ
体
系
的
に
運
用
管
理
す
る
た

め
の
仕
組
み
で
す
。
し
か
し
、実
際
に
導
入
し

て
い
る
自
治
体
職
場
は
少
な
い
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ

Ｓ
の
基
本
と
導
入
効
果
、
導
入
・
運
用
の
ポ
イ

ン
ト
な
ど
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

自
治
体
職
場
の
現
状

　
厚
生
労
働
省
の
調
査
に
よ
る
と
、
全
国

的
な
労
働
災
害
の
発
生
件
数
は
長
期
的
に

減
少
し
て
い
ま
す
が
、
一
方
で
は
多
様
な

働
き
方
や
高
年
齢
労
働
者
の
増
加
に
対
応

し
た
安
全
衛
生
活
動
の
推
進
、
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
対
策
、
過
重
労
働
対
策
な
ど
の
さ

ら
な
る
推
進
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
近
年
で
は
、
社
会
経
済
情
勢
が
大
き
く

変
化
す
る
中
で
、
自
治
体
職
場
に
お
い

て
も
、
行
政
ニ
ー
ズ
が
多
種
多
様
化
し

forum_vol122_.indd   19forum_vol122_.indd   19 2022/07/21   9:482022/07/21   9:48



地方公務員 安全と健康 フォーラム 2022.817

Special Issue

事
業
場
の
安
全
衛
生
水
準
の
向
上
を
目
的

と
し
た
安
全
衛
生
管
理
に
係
る
自
主
的
活

動
に
関
す
る
仕
組
み
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
①
事
業
者
に
よ
る
安
全
衛

生
に
関
す
る
方
針
の
表
明
、
②
危
険
性
ま

た
は
有
害
性
等
の
調
査
お
よ
び
そ
の
結
果

に
基
づ
き
講
ず
る
措
置（
リ
ス
ク
ア
セ
ス

メ
ン
ト
）、
③
安
全
衛
生
に
関
す
る
目
標

の
設
定
、
④
安
全
衛
生
に
関
す
る
計
画
の

作
成
、
実
施
、
評
価
お
よ
び
改
善
な
ど
を

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
で
運
用
す
る
も
の
で
、

図
４
に
示
す
よ
う
な
構
成
と
な
り
ま
す
。

自
治
体
職
場
へ
の 

Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
の
導
入
と
そ
の
効
果

　
自
治
体
職
場
に
は
、保
健
、福
祉
、医
療
、

消
防
、教
育
、学
校
給
食
、清
掃
、上
下
水

道
な
ど
、
現
場
か
ら
事
務
ま
で
多
様
な
職

場
が
あ
り
、ハ
ザ
ー
ド（
危
険・有
害
要
因
）

も
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
ま
た
、
短
期
間
で
行

わ
れ
る
人
事
異
動
に
よ
り
、
安
全
衛
生
に

関
す
る
人
材
育
成
も
難
し
い
面
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
た
め
に
安
全
衛

生
を
専
門
に
行
う
人
材
を
配
置
す
る
こ
と

も
必
要
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
方
法
の
一

つ
と
し
て
、
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
を
活
用
す
る
こ

と
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
筆
者
ら
は
Ａ
市
の
自
治
体
職
場
に
お
い

て
、
２
０
０
７
年
か
ら
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
の
導

入
を
開
始
し
、
２
０
１
０
年
に
運
用
を
始

め
ま
し
た
。

　

Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
の
導
入
に
あ
た
っ
て
は
、

安
全
衛
生
担
当
者
や
安
全
衛
生
委
員
会
委

員
な
ど
の
関
係
者
向
け
に
、
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ

導
入
研
修
を
計
画
的
に
実
施
し
、
導
入
研

修
を
通
し
て
、
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
の
運
用
に
必

要
な
、
安
全
衛
生
方
針
や
安
全
衛
生
目
標
、

安
全
衛
生
計
画
な
ど
の
文
書
関
係
を
作
成

し
ま
し
た
。

　
ま
た
そ
の
後
は
、
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
の
中
核

と
な
る
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る

研
修
を
実
施
し
ま
し
た
。
リ
ス
ク
ア
セ
ス

メ
ン
ト
研
修
は
、
部
署
ご
と
に
安
全
衛
生

上
の
課
題
が
異
な
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の

部
署
の
安
全
衛
生
上
の
課
題
を
把
握
し
な

が
ら
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
リ
ス
ク
ア
セ
ス

メ
ン
ト
研
修
を
部
署
ご
と
に
実
施
し
ま
し

た
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
研
修
等
を
通
じ

て
、
活
動
に
必
要
な
手
順
書
な
ど
の
整
備

も
進
め
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
研
修
や
準
備
に
は
約
３
年
を

要
し
、
２
０
１
０
年
に
市
長
に
よ
る
安
全

衛
生
方
針
の
表
明
が
行
わ
れ
、
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ

Ｓ
の
運
用
開
始
に
至
り
ま
し
た
。
そ
の
後

は
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
で
運
用
を
続
け
な

が
ら
、
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
の
定
着
を
め
ざ
し
て

安
全
衛
生
活
動
を
継
続
し
ま
し
た
。
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表１　安全衛生管理体制の整備状況（平成30年度　団体区分別）

図１　公務災害認定件数（千人率）の推移

※合計欄の（　　）の数字は、平成29年度の選任（設置）数等である。
出所：「平成30年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果」（総務省）

総括安全衛生管理者 安全管理者 衛生管理者 安全衛生推進者等
選任を
要する
事業場

選任
している
事業場

選任
事業場率
(%)

選任を
要する
事業場

選任
している
事業場

選任
事業場率
(%)

選任を
要する
事業場

選任
している
事業場

選任
事業場率
(%)

選任を
要する
事業場

選任
している
事業場

選任
事業場率
(%)

都道府県 199 199 100.0 421 421 100.0 6,307 6,264 99.3 4,771 4,762 99.8

指定都市 109 109 100.0 318 318 100.0 1,358 1,353 99.6 5,990 5,990 100.0

市区 181 181 100.0 398 395 99.2 3,063 3,013 98.4 28,143 27,797 98.8

町村 0 0 － 0 0 － 990 971 98.1 5,958 5,521 92.7

一部事務組合等 8 8 100.0 50 50 100.0 455 452 99.3 2,037 1,983 97.3

合計 497
（515）

497
（515）

100.0
（100.0）

1,187
（1,252）

1,184
（1,248）

99.7
（99.6）

12,173
（12,129）

12,053
（11,974）

99.0
（98.7）

46,899
（47,195）

46,053
（46,134）

98.2
（97.7）

産業医 安全委員会 衛生委員会
選任を
要する
事業場

選任
している
事業場

選任
事業場率
(%)

設置を
要する
事業場

設置
している
事業場

設置
事業場率
(%)

設置を
要する
事業場

設置
している
事業場

設置
事業場率
(%)

都道府県 6,307 6,297 99.8 369 368 99.7 6,307 6,270 99.4

指定都市 1,358 1,358 100.0 245 245 100.0 1,358 1,347 99.2

市区 3,063 3,029 98.9 281 280 99.6 3,063 2,906 94.9

町村 990 964 97.4 0 0 － 990 931 94.0

一部事務組合等 455 449 98.7 31 31 100.0 455 437 96.0

合計 12,173
（12,129）

12,097
（12,034）

99.4
（99.2）

926
（966）

924
（961）

99.8
（99.4）

12,173
（12,129）

11,891
（11,833）

97.7
（97.5）

※千人率の基礎となる職員数は、総務省（旧自治省）「地方公務員給与の実態」各年版による（平成26年度までは教育長を含む）。
出所：「公務災害の現況　令和2年度認定分」（一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会）
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こ
の
よ
う
に
し
て
導
入
し
て
き
た
Ｏ

Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
の
導
入
・
定
着
に
よ
る
効
果

を
確
認
す
る
た
め
、
導
入
前（
２
０
０
２

～
２
０
０
６
）、
導
入
期（
２
０
０
７
～

２
０
１
１
）、
定
着
期（
２
０
１
２
～

２
０
１
８
）に
分
け
、
公
務
災
害
の
千
人

率
を
分
析
し
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
現
業
職
場
と
比
較
し
て
公

務
災
害
の
発
生
率
が
低
い
非
現
業
職
場
で

は
、
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
の
導
入
段
階
で
千
人
率

に
大
き
な
変
化
は
み
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
現
業
職
場
で
は
、
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
の
導

入
前
に
比
べ
定
着
期
で
、
千
人
率
が
統
計

的
に
有
意
に
減
少
し
て
い
ま
し
た（
図
５
）。

ま
た
、
同
時
期
の
現
業
職
場
の
千
人
率
は
、

全
国
の
自
治
体
の
千
人
率
の
平
均
値
と
比

較
し
て
統
計
的
に
有
意
に
下
回
っ
て
い
ま

し
た（
図
６
）。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
を

導
入
・
運
用
す
る
こ
と
で
、
リ
ス
ク
ア
セ

ス
メ
ン
ト
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

公
務
災
害
の
減
少
に
効
果
が
期
待
で
き
る

と
と
も
に
、
職
場
の
安
全
衛
生
活
動
を
推

進
す
る
う
え
で
も
有
効
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
が
知
る
限
り
で
は
、

Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
を
導
入
・
運
用
し
て
い
る
自

治
体
は
数
少
な
い
の
が
現
状
で
す
。
今
後

多
く
の
自
治
体
職
場
で
導
入
・
運
用
さ
れ

る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

な
お
、
筆
者
ら
の
経
験
で
は
、
Ｏ
Ｓ
Ｈ

Ｍ
Ｓ
の
導
入
・
運
用
に
あ
た
っ
て
い
く
つ

か
の
留
意
点
や
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
の

で
ご
紹
介
し
ま
す
。

◦
非
正
規
職
員
は
雇
用
期
間
が
短
く
毎
年

入
れ
替
わ
り
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
安
全

衛
生
教
育
が
不
十
分
と
な
り
が
ち
で
す
。

記録

事業者による安全衛生方針の表明

PDCAサイクル

明文化

職員の
意見の反映

体制の整備

基本要素

システムの見直し

（P）計画、（D）実施、（C）評価、（A）改善を意味します

システム監査の実施（C）

緊急事態への対応等（P）

改善（A）

日常的な点検、改善等（C・A）
労働災害発生原因の調査等（C・A）

安全衛生計画の実施等（D）

安全衛生計画の作成（P）

安全衛生目標の設定（P）

危険性または有害性等の調査の実施（P）

1,600.0

1,800.0

2,000.0

2,200.0

2,400.0

2,600.0

2,800.0

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

H22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2（年度）

21,819
21,084

19,366
18,961

18,14417,99817,73017,60317,922
18,71619,224

2,794.6
2,708.9

2,551.32,519.5
2,433.62,406.92,381.72,366.52,394.92,398.42,405.0

長
期
病
休
者
数（
人
）

10
万
人
率（
人
）

図２　長期病休者数（10万人率）の推移

図４　ＯＳＨＭＳの構成

出所：「地方公務員健康状況等の現況の概要（令和2年度）」（一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会）

出所：「労働安全衛生マネジメントシステム OSHMSで職場の安全衛生活動を組織的＆効果的に！」
　　 （厚生労働省・中央労働災害防止協会）
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15年前の約2.1倍

（人）
図３　主な疾病分類別長期病休者率（10万人率）の推移

出所：「地方公務員健康状況等の現況の概要（令和2年度）」（一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会）
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Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
は
導
入
し
て
終

わ
り
で
は
な
く
、
継
続
的
に
運
用

す
る
こ
と
で
そ
の
効
果
が
期
待

で
き
る
も
の
で
す
。

　
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
の
目
的
は
、
安
全

に
健
康
に
、
み
ん
な
で
協
力
し
て
、

や
り
が
い
を
も
っ
て
仕
事
が
で

き
る
職
場
を
つ
く
る
こ
と
で
す
。

Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
を
導
入
し
て
活
用

す
る
こ
と
で
、
安
全
衛
生
水
準
が

向
上
し
、
行
政
と
し
て
提
供
す
る

サ
ー
ビ
ス
が
、
持
続
可
能
で
よ
り

よ
い
も
の
に
な
る
と
考
え
ま
す
。

19

Special Issue

Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
の
中
に
非
正
規
職
員
の
安

全
衛
生
教
育
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
効

果
的
と
思
わ
れ
ま
す
。

◦
仕
事
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
関
係
者
が

自
発
的
に
参
加
し
て
、
意
見
を
出
し
合

い
な
が
ら
参
加
型
の
活
動
を
行
う
よ
う

に
す
る
こ
と
で
、職
場
の
ハ
ザ
ー
ド（
危

険
・
有
害
要
因
）の
情
報
や
、リ
ス
ク
対

策
に
関
す
る
ア
イ
デ
ア
が
共
有
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

◦
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
の
導
入
に
あ
た
っ
て
は
、

研
修
な
ど
の
準
備
作
業
に
一
定
の
期
間

を
要
し
ま
す
。
部
署
ご
と
に
異
な
る
リ

ス
ク
を
把
握
し
な
が
ら
、
段
階
的
に
導

入
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

◦
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
の
運
用
に
あ
た
っ
て
は
、

安
全
衛
生
方
針
や
安
全
衛
生
目
標
、
安

全
衛
生
計
画
、
手
順
書
な
ど
の
文
書
を

整
備
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
実
際

の
活
動
に
沿
っ
た
も
の
と
な
る
よ
う
に

作
成
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
活
動
実

態
に
合
っ
て
な
い
手
順
書
は
形
骸
化
し

て
し
ま
い
ま
す
。

◦
自
治
体
職
場
に
は
前
述
し
た
よ
う
に
さ

ま
ざ
ま
な
部
署
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

た
め
、
各
部
署
か
ら
参
加
し
て
も
ら
い
、

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
な
ど
を
通
し
て
参
加

型
の
研
修
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
署

の
良
好
点
に
学
び
合
い
な
が
ら
Ｏ
Ｓ
Ｈ

Ｍ
Ｓ
の
導
入
作
業
を
進
め
る
と
、
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
が
上
が
り
活
動
が
活
発
化

し
ま
す
。

◦
職
場
で
は
日
常
業
務
に
追
わ
れ
て
い
る

た
め
、
新
た
な
こ
と
に
対
す
る
抵
抗
感

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
既
存
の
安
全

衛
生
管
理
体
制
や
現
在
行
わ
れ
て
い
る

安
全
衛
生
活
動
と
、
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
で
必

要
と
さ
れ
る
事
項
を
見
比
べ
て
、
不
足

す
る
も
の
を
付
け
加
え
な
が
ら
導
入
作

業
を
段
階
的
に
進
め
る
と
職
場
の
負
担

感
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
、
効
率
的
な

Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
の
導
入
に
つ
な
が
り
ま
す
。

◦
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
で
は
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル

で
安
全
衛
生
水
準
を
段
階
的
に
向
上
さ

せ
る
た
め
に
、
定
期
的
に
シ
ス
テ
ム
監

査
を
実
施
し
活
動
状
況
な
ど
を
確
認
し

ま
す
。
Ａ
市
で
は
異
な
る
部
署
で
ペ
ア

を
組
ん
で
監
査
チ
ー
ム
を
編
成
し
、
年

に
１
回
相
互
に
シ
ス
テ
ム
監
査
を
実
施

し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
時
に
欠
点
探
し

に
終
始
せ
ず
、
お
互
い
の
良
好
点
に
学

び
合
う
よ
う
留
意
し
て
い
ま
す
。
そ
う

す
る
こ
と
で
、
活
動
に
対
す
る
積
極
性

が
高
ま
り
ま
す
。
ま
た
、
シ
ス
テ
ム
監

査
の
結
果
を
翌
年
の
安
全
衛
生
計
画
に

反
映
す
る
こ
と
で
、
よ
り
よ
い
安
全
衛

生
活
動
に
資
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
以
上
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
の
導
入
・
運
用
に
関

し
て
述
べ
て
き
ま
し
た
。
導
入
に
あ
た
っ

て
は
導
入
研
修
な
ど
の
準
備
に
一
定
期
間

が
必
要
で
す
が
、
前
述
し
た
留
意
点
を
踏

ま
え
て
計
画
的
に
進
め
て
い
く
こ
と
で
、

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
実
施
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
公
務
災
害
の
減
少
な
ど
安
全

衛
生
面
で
の
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
に
は
健
康
面
の
取

り
組
み
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
の
で
、
健
康

面
に
着
目
し
た
運
用
を
行
う
こ
と
で
、
心

と
か
ら
だ
の
健
康
面
へ
の
効
果
も
期
待
で

き
ま
す
。
職
場
環
境
改
善
を
通
じ
た
職
場

の
ス
ト
レ
ス
対
策
を
取
り
入
れ
る
こ
と
も

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
対
策
と
し
て
有
効
と
思
わ

れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
自
然
災
害
な
ど
の
緊

急
時
の
安
全
衛
生
対
策
に
も
活
用
で
き
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

■ OSHMS導入前（2002-2006）
■ OSHMS導入期（2007-2011）
■ OSHMS定着期（2012-2018）
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図５　A市のOSHMS導入段階別の労働災害の千人率

図６　A市と全国の現業職場の労働災害の千人率

〈参考文献〉 渡辺裕晃，伊藤昭好，原邦夫，佐々木毅．自治体職場における労働安全衛生
マネジメントシステム導入・定着による労働災害の抑制．労働安全衛生研究．
2020； 13（1）65-78．

※非正規職員を含む。
出所：渡辺裕晃，伊藤昭好，原邦夫，佐々木毅．労働安全衛生研究．2020．

※非正規職員を含まない。
※調査時点における全国平均値の最新データが2017年分までであったため、定着期を

2012年～2017年とした。
出所：渡辺裕晃，伊藤昭好，原邦夫，佐々木毅．労働安全衛生研究．2020．

forum_vol122_.indd   22forum_vol122_.indd   22 2022/07/21   9:482022/07/21   9:48




